
 

 

3-カレン 

基本情報 

英名：  3-carene 

CAS No.： 13466-78-9 

SEQ No.： 340 

FEMA No： 3821 

JECFA No.： 1342 

別名：  bicyclo (4.1.0) hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl-(9CI) 

S-3-carene 

delta (sup 3)-carene 

isodiprene 

3-karen (Czech) 

3-norcarene, 3,7,7-trimethyl- 

3,7,7-trimethylbicyclo(4.1.0)hept-3-ene 

4,7,7-trimethyl-3-norcarene 

化学式： C10H16 

分子量： 136.26 

構造式： 

  

１．食品添加物名 

テルペン系炭化水素類（12 類） 

3-カレン 

２．指定年月日 

昭和 23 年 7 月 13 日 

３．主な用途及び使用基準 

１）主な用途 

香料 

２）使用基準 

着香の目的以外に使用してはならない。 



 

 
 

４．摂取量等に関する情報 

使用量  11.98 kg/年（令和 2 年実績）1) 

推定摂取量 3.039 µg/人/日（令和 2 年実績より推定） 

５．安全性試験成績の概要 

１）急性毒性試験 

ラット 経口 LD50 4,800 mg/kg 2, 3, 4) 

２）反復投与毒性試験 

反復投与試験として経口投与の情報なし 

３）遺伝毒性試験 

3-カレンの遺伝子突然変異誘発性の有無を調べるため、細菌を用いる復帰突然変異

試験を実施した。検定菌として、サルモネラ菌（TA100、TA1535、TA98、TA1537）、

及び大腸菌（WP2 uvrA）を用い、プレインキュベーション法により、非代謝活性化

及び代謝活性化条件下で試験を行った。なお、被験物質（純度 97.7%）の溶媒はジメ

チルスルホキシドを用いた。 

19.5、78.1、313、1,250 及び 5,000 μg/plate の 5 用量を設定して用量設定試験を

行った。その結果、生育阻害は、非代謝活性化及び代謝活性化条件下のすべての検定

菌で認められた。被験物質に由来する沈殿は、非代謝活性化及び代謝活性化条件下の

いずれの用量においても認められなかった。陰性対照値の 2 倍以上となる変異コロ

ニー数の増加は、非代謝活性化及び代謝活性化条件下のいずれの検定菌においても認

められなかった。 

用量設定試験の結果に基づき、非代謝活性化条件下のすべての検定菌については 7

用量、代謝活性化条件下のすべての検定菌については 6 用量を設定して本試験を行っ

た。その結果、生育阻害は、非代謝活性化及び代謝活性化条件下のすべての検定菌で

認められた。被験物質に由来する沈殿は、非代謝活性化及び代謝活性化条件下のいず

れの用量においても認められなかった。陰性対照値の 2 倍以上となる変異コロニー数

の増加は、非代謝活性化及び代謝活性化条件下のいずれの検定菌においても認められ

なかった。 

以上の結果に基づき、3-カレンは、用いた試験系において遺伝子突然変異誘発性を

有しない（陰性）と判定した 5)。 

 

遺伝毒性試験のまとめ 

Ames 試験  陰性 

染色体異常試験  評価なし 

in vivo 小核試験  評価なし 



 

 
 

総合判定   判定保留 

４）JECFA の評価 

JECFA では、3-カレンは構造クラス I と判断されており、米国での推定摂取量は

40 µg/人/日と、クラス I 化合物の許容量である 1,800 µg/人/日を下回っていることか

ら、香料としての現在の使用においては安全上の懸念はないとしている 3, 6)。 

６．検討結果 

3-カレンは、反復投与試験に関する情報がなく、Ames 試験以外の遺伝毒性試験に関

する情報の不足により遺伝毒性の総合判定が保留されている。香料としての適切な安

全性評価のためにはフォローアップ試験として染色体異常試験を実施し、安全性評価

の方針について検討する必要がある。 
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